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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
三
十
八
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
平
成
二
十
九
年
東
京
都
告
示
第
四
百
八
十
七
号

町
田
都
市
計
画
ご
み
焼
却
場
事
業
及
び
町
田
都
市
計
画
ご
み
処
理
場

事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う

に
告
示
す
る
。

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

町
田
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

町
田
都
市
計
画
ご
み
焼
却
場
事
業
第
一
号

町
田
市
熱
回
収
施
設

町
田
都
市
計
画
ご
み
処
理
場
事
業
第
二
号

町
田
市
バ
イ
オ
エ
ネ
ル
ギ
ー
セ
ン
タ
ー

三

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
一
日
か
ら
令
和

六
年
九
月
三
十
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
三
十
九
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
都
営
住
宅
の
使
用
料
を
次
の

よ
う
に
変
更
し
、
令
和
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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令和5年10月31日（火曜日）東 京 都 公 報（第17934号） ４
◉
東
京
都
告
示
第
千
百
四
十
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
並
び
に
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
一
般
都
営
住
宅
の
名
称
、
位
置
、
構
造
及
び
規
模
、
戸
数
、
使

用
料
並
び
に
近
傍
同
種
の
住
宅
の
家
賃
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
の
で
、

第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

構
造
及
び
規
模

戸

数

収
入
の
額
が
一
三
九
、
〇
〇
〇
円

を
超
え
一
五
八
、
〇
〇
〇
円
以
下

の
者
に
適
用
さ
れ
る
使
用
料
（
月

額
一
戸
に
つ
き
）

近
傍
同
種
の
住
宅
の

家
賃
（
月
額
一
戸
に

つ
き
）

白
鷺
一
丁
目
第
４
ア
パ
ー
ト

（
２１
号
棟
）

中
野
区
白
鷺
一
丁
目
十
二
番

中
層
耐
火

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

四
一
戸

二
九
、
四
〇
〇
円

八
二
、
七
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

一
五
戸

三
四
、
三
〇
〇
円

九
六
、
五
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

五
戸

四
〇
、
六
〇
〇
円

一
一
四
、
二
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

一
一
四
、
四
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

五
七
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

四
八
、
七
〇
〇
円

一
三
六
、
九
〇
〇
円

王
子
三
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
３
号
棟
）

北
区
王
子
三
丁
目
二
十
三
番

高
層
耐
火

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

二
四
戸

三
一
、
七
〇
〇
円

七
六
、
二
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

三
七
、
一
〇
〇
円

八
八
、
九
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

六
戸

四
三
、
九
〇
〇
円

一
〇
五
、
四
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

五
七
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

五
二
、
七
〇
〇
円

一
二
六
、
三
〇
〇
円

浮
間
三
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
８
号
棟
）

北
区
浮
間
三
丁
目
四
番

同
右

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

四
二
戸

三
一
、
三
〇
〇
円

七
四
、
八
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

二
八
戸

三
六
、
五
〇
〇
円

八
七
、
四
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

七
戸

四
三
、
二
〇
〇
円

一
〇
三
、
六
〇
〇
円

浮
間
三
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
９
号
棟
）

同
右

同
右

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

五
四
戸

三
一
、
三
〇
〇
円

七
四
、
九
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

三
六
戸

三
六
、
五
〇
〇
円

八
七
、
五
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

九
戸

四
三
、
二
〇
〇
円

一
〇
三
、
七
〇
〇
円

豊
島
三
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
２
号
棟
）

北
区
豊
島
三
丁
目
十
一
番

中
層
耐
火

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

一
五
戸

三
一
、
七
〇
〇
円

九
〇
、
六
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

三
七
、
一
〇
〇
円

一
〇
五
、
八
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

五
戸

四
三
、
九
〇
〇
円

一
二
五
、
五
〇
〇
円



（第17934号）東 京 都 公 報令和5年10月31日（火曜日）５
◉
東
京
都
告
示
第
千
百
四
十
一
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
及
び
第
五
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
都

営
改
良
住
宅
の
使
用
料
を
、
第
三
条
第
二
項
及
び
第
七
十
一
条
に
お

い
て
準
用
す
る
第
五
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
都
営

再
開
発
住
宅
の
使
用
料
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
、
令
和
五
年
十
一
月

一
日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

同
右

同
右

同
右

五
七
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

五
二
、
六
〇
〇
円

一
五
〇
、
一
〇
〇
円

豊
島
七
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
３
号
棟
）

北
区
豊
島
七
丁
目
七
番

高
層
耐
火

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

六
戸

三
一
、
六
〇
〇
円

八
七
、
三
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

一
八
戸

三
六
、
八
〇
〇
円

一
〇
一
、
九
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

六
戸

四
三
、
六
〇
〇
円

一
二
〇
、
九
〇
〇
円
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◉
東
京
都
告
示
第
千
百
四
十
二
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

九
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

駐
車
場
の
区
画
数
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
の
で
、
第
九
十
三
条
に

お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

区
画
数

白
鷺
一
丁
目
第
４
ア
パ
ー

ト
駐
車
場

中
野
区
白
鷺
一
丁
目
十

三
番
ほ
か

二
四
区
画

王
子
三
丁
目
ア
パ
ー
ト
駐

車
場

北
区
王
子
三
丁
目
二
十

三
番

二
二
区
画

浮
間
三
丁
目
ア
パ
ー
ト
駐

車
場

北
区
浮
間
三
丁
目
四
番

四
三
区
画

豊
島
三
丁
目
ア
パ
ー
ト
駐

車
場

北
区
豊
島
三
丁
目
十
一

番

八
区
画

小
川
西
町
四
丁
目
ア
パ
ー

ト
駐
車
場

小
平
市
小
川
西
町
四
丁

目
十
八
番

四
〇
区
画

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
四
十
三
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

九
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

駐
車
場
の
名
称
、
位
置
及
び
区
画
数
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

区
画
数

豊
島
七
丁
目
ア
パ
ー
ト
駐

車
場

北
区
豊
島
七
丁
目
七
番

三
区
画

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
四
十
四
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
四
年
東
京
都
告
示
第
百
五
十
九
号
及

び
令
和
五
年
東
京
都
告
示
第
二
百
五
十
五
号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域

の
一
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
墨
田
区
横
川
五
丁

目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去
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◉
東
京
都
告
示
第
千
百
四
十
五
号

非
常
勤
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例

施
行
規
則
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
規
則
第
八
号
）
第
七
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
令
和
五
年
度
に
お
け
る
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の

額
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



令和5年10月31日（火曜日）東 京 都 公 報（第17934号） ８

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
四
十
六
号

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律

第
三
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
電
線
共
同
溝
を
整

備
す
べ
き
道
路
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

都
道
神
湊
八
重
根
港
線

二

指
定
す
る
区
間

八
丈
島
八
丈
町
三
根
千
六
百
九
十
七
番
一
地

先
か
ら
同
所
百
十
九
番
一
地
先
ま
で

三

指
定
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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◉
東
京
都
告
示
第
千
百
四
十
七
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
の
施
設
の
管
理
を
行
わ
せ
る

者
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

公
の
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

東
京
都
立
明
治
公
園

東
京
都
新
宿
区
霞
ヶ
丘
町
、
渋
谷
区
千

駄
ケ
谷
一
丁
目
、
同
区
千
駄
ケ
谷
二
丁
目
及
び
同
区
神
宮
前
二
丁

目
二

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

Ｔ
ｏ
ｋ
ｙ
ｏ

Ｌ
ｅ
ｇ
ａ
ｃ
ｙ

Ｐ
ａ
ｒ
ｋ
ｓ
株
式
会
社

東

京
都
中
央
区
八
重
洲
一
丁
目
四
番
十
六
号

三

指
定
の
期
間

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日
か
ら
令
和
十
五
年
二
月
二
十
八
日
ま

で
◉
東
京
都
告
示
第
千
百
四
十
八
号

東
京
都
立
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
東
京
都
条
例
第
百
七
号
）

第
十
四
条
に
規
定
す
る
都
市
公
園
を
占
用
す
る
者
か
ら
徴
収
す
る
占

用
料
の
う
ち
、
同
条
例
別
表
第
四
に
規
定
す
る
写
真
撮
影
の
た
め
の

臨
時
的
な
占
用
及
び
そ
の
他
の
占
用
に
係
る
占
用
料
の
徴
収
の
事
務

に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六

号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
委
託

し
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



（第17934号）東 京 都 公 報令和5年10月31日（火曜日）１１
一

委
託
し
た
相
手
方

㈠

名
称

Ｔ
ｏ
ｋ
ｙ
ｏ

Ｌ
ｅ
ｇ
ａ
ｃ
ｙ

Ｐ
ａ
ｒ
ｋ
ｓ
株

式
会
社

㈡

所
在
地

中
央
区
八
重
洲
一
丁
目
四
番
十
六
号

二

委
託
期
間

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三

十
一
日
ま
で

三

委
託
施
設

明
治
公
園

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
四
十
九
号

東
京
都
立
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
東
京
都
条
例
第
百
七
号
）

第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
京
都
立
公
園
の
位
置
、
区
域
及

び
面
積
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

公

園

名

変
更
内
容

変
更
年
月
日

東
京
都
立
林
試
の
森
公
園

別
図
の
と
お
り

令
和
五
年
十
一
月

一
日
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◉
東
京
都
告
示
第
千
百
五
十
号

東
京
都
港
湾
管
理
条
例
（
平
成
十
六
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三

号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
港
湾
施
設
を
設
置
し
、
供
用
を

開
始
す
る
。

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

種
類

名
称

規
模

所
在
地

開
始
年

月
日

冷
蔵
コ

ン
テ
ナ

用
荷
役

施
設

品
川
内
貿
ふ
頭
冷
蔵
コ
ン

テ
ナ
用
荷
役
施
設

二
十
二

港
区
港

南
五
丁

目
十
一

番

令
和
五

年
十
一

月
一
日

告

示
（
公
）

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
３５３号

運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
の
認
定
に
関
す
る
規
則
（
平
成
１２年

国

家
公
安
委
員
会
規
則
第
４
号
）
第
７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
認
定
教
育
実
施
者
か
ら
代
表
者
の
氏
名
の
変
更
届
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。

令
和
５
年
１０月

３１日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

記

変
更
届
出

が
あ
っ
た

認
定
教
育

実
施
者

変
更
事
項

新
旧

変
更
年
月
日

株
式
会
社
代
表
者
の
加
藤

浩
一
加
藤

栄
一
令
和
５
年
８

大
泉
自
動

車
教
習
所
氏
名

月
２１日

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
３５４号

運
転
免
許
取
得
者
等
検
査
の
認
定
に
関
す
る
規
則
（
令
和
４
年
国

家
公
安
委
員
会
規
則
第
８
号
）
第
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
認
定
検
査
実
施
者
か
ら
代
表
者
の
氏
名
の
変
更
届
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。

令
和
５
年
１０月

３１日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

記

変
更
届
出

が
あ
っ
た

認
定
検
査

実
施
者

変
更
事
項

新
旧

変
更
年
月
日

株
式
会
社

大
泉
自
動

車
教
習
所

代
表
者
の

氏
名

加
藤

浩
一
加
藤

栄
一
令
和
５
年
８

月
２１日

告

示
（
水
）

◉
東
京
都
水
道
局
告
示
第
十
号

東
京
都
水
道
局
公
金
の
徴
収
事
務
の
委
託
に
関
す
る
規
程
（
平
成

十
年
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
四
十
三
号
）
第
二
条
の
規
定
に
基

づ
き
、
使
用
水
量
の
計
量
業
務
を
次
の
と
お
り
委
託
し
た
の
で
、
同

規
程
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
水
道
局
長

西

山

智

之

一

委
託
期
間

令
和
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

二

委
託
し
た
相
手
方

受

託

者

名

所

在

地

東
京
都
市
サ
ー
ビ
ス
株
式
会

社

中
央
区
晴
海
一
丁
目
八
番
十
一
号

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

三
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


